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議案第８３号

福岡市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２８年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，と畜検査手数料の額を適正なものに改める必要があるによる。

福岡市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例

　福岡市衛生関係手数料条例（平成１２年福岡市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

　別表４８の項中「４００」を「６００」に，「２００」を「３００」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

　（適用区分）

２　この条例による改正後の福岡市衛生関係手数料条例別表４８の項の規定は，この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後にと畜場法（昭和２８年法律第１１４号）の規定に基づ

き行ったとさつ又は解体の検査に係る手数料について適用し，施行日前に同法の規定に基

づき行ったとさつ又は解体の検査に係る手数料については，なお従前の例による。




